
【相談事例】 

オンラインゲームの強い武器がほしかったが、高くて購入できなかった。

SNSに「武器が買いたい」と書き込むと、知らない人から「売ってあげ

る」とメッセージが届いた。その人の指示通り、コンビニで３000円の

ギフトカードを購入、記載された番号を写真に撮って送った。でも武器

はもらえず、その人と連絡もできない。だまされたの？ （10代 男性）                                                                                             
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【アドバイス】 
 

●知らない人に、ギフトカードに記載
き さ い

された番号を教えないで！ 
今回の相談のように、ギフトカードに記載された番号を教えると、相手が 

自分のアカウントに番号を入力して、お金は相手のものになってしまいます。 

ほしかった武器を受け取ることもできず、連絡が取れない相手から、お金を 

取り戻すことも困難です。相手が信用できる人なのか、良く考えましょう。 
 

●ＳＮＳで知らない人と連絡を取るのは要注意！  
ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）は、気軽に世界中の人と

つながることができる便利なサービスです。しかし使い方を間違えると危険

なこともあります。知らない人の言葉を安易に信じたり、不用意な投稿をし

て、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。またＳＮＳで知り合った

人と実際に会うことで、犯罪に巻き込まれる可能性もあるので、軽い気持ち

で会いに行くのはやめましょう。 
 

●わからないことや困ったことがあったら、すぐに家族や消費生活 

センターに相談しましょう。 
 

相談窓口の案内 

 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

       八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

※門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は事前予約が必要となります。 

 予約電話及び電話での相談は戸畑窓口（☎８６１－０９９９）へ。 

消費者ホットライン ☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 

 

★5月から相談受付時間を９：００～１６：４５に変更致します。 

みもりん 
まもりん 


